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合併協議会だより (2)

議題････協議事項

【協議第12号　慣行の取扱いについて】

第
７
回
協
議
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た

慣行の取扱いについて、別紙のとおり協議する。

協
議
第
18
号
（
提
案
）

新
市
の
名
称
に
つ
い
て

協
議
第
19
号
（
提
案
）

新
市
の
事
務
所
の
位
置
に

つ
い
て

協
議
第
20
号
（
提
案
）

そ
の
他
の
財
産
の
取
扱
い

に
つ
い
て

協
議
第
12
号

慣
行
の
取
扱
い
に
つ
い
て

協
議
第
13
号

消
防
団
の
取
扱
い
に
つ
い
て

協
議
第
14
号

行
政
区
の
取
扱
い
に
つ
い
て

協
議
第
15
号

病
院
、
診
療
所
の
取
扱
い

（
診
療
所
に
関
す
る
も
の
）

に
つ
い
て

以
上
の
報
告
事
項
４
件
、

協
議
事
項
４
件
の
議
題
が
報

告
、
協
議
さ
れ
ま
し
た
。

提
案
事
項
５
件
に
つ
い
て

は
、
今
回
提
案
し
、
次
回
の

協
議
会
で
協
議
さ
れ
ま
す
。

第
７
回
唐
津
・
東
松
浦
合

併
協
議
会
が
、
平
成
15
年
１

月
30
日
、
唐
津
市
民
会
館
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
日
の
会
議
で
は
、

報
告
第
14
号

基
金
小
委
員
会
の
協
議
状

況
報
告
に
つ
い
て

報
告
第
15
号

財
政
小
委
員
会
の
協
議
状

況
報
告
に
つ
い
て

報
告
第
16
号

新
市
建
設
計
画
小
委
員
会

の
協
議
状
況
報
告
に
つ
い
て

報
告
第
17
号

議
員
の
任
期
及
び
定
数
小

委
員
会
の
協
議
状
況
報
告
に

つ
い
て

協
議
第
16
号
（
提
案
）

合
併
の
方
式
に
つ
い
て

協
議
第
17
号
（
提
案
）

合
併
の
期
日
に
つ
い
て

合併協定書に記載
さ れ る 調 整 方 針

１ 新市の章、シンボルマーク、憲章及び宣言は、新市において調整

する。

２ 新市の花、木及び歌は、新市において調整する。

３ 行政行事及び表彰制度は、合併までに調整する。

４ 名誉市民制度は、新市において調整する。

調 整 の 具 体 的
内 容

１ 新市の章及びシンボルマークは、新市において調整する。

２ 新市の憲章及び宣言は、新市において調整する。

３ 新市の花、木及び歌は、新市において調整する。

４ 新市の行政行事及び表彰制度は、合併までに調整する。

５ 名誉市民制度は、新市において調整する。

別 紙

協
議
事
項

提
案
事
項

協議結果･･･提案どおり確認

報
告
事
項



昭和30年9月

昭和40年11月1日

平成11年12月16日

昭和46年7月1日

昭和8年5月15日

(3) 合併協議会だより

項 目
市町村章

（制定年月日）
宣 言

市 町 村 の

花、木、歌

表彰制度の

有無及び期日

名誉市町村民
制度の有無
（該当者の数）

唐津市

核兵器廃絶平和都市宣言
唐津市交通安全都市宣言
ゆとり宣言
福祉のまちづくり宣言
環境都市宣言

花：藤
木：松
歌：無

制度有り
功績者・善行者
毎年1月4日
(執務始め式)

制度有り
（3 名）

浜玉町 非核平和宣言の町

花：みかんの花
木：松
町歌:浜玉町賛歌
音頭:浜玉音頭

制度有り
功績者・善行者
毎年1月

制度有り
（2 名）

七山村 非核平和宣言
花：サギソウ
木：イワオスギ
歌：無

制度有り
毎年敬老式典の日

制度有り
（1 名）

厳木町

非核・平和宣言の町
暴走族追放宣言の町
シートベルト着用推進
暴力追放安全の町宣言

花：たちばな
木：杉
歌：無

制度有り
毎年11月3日
(文化の日)

無

相知町 非核・平和宣言の町
花：アジサイ
木：スギ
歌：無

制度有り
功績者・善行者
文化の日

無

北波多村

昭和47年12月

非核宣言
交通安全宣言

花：梨
木：茶
歌：無

制度有り
11月上旬
(ふれあいフェスタ時)

無

肥前町

昭和42年12月1日

非核・平和宣言の町
交通安全の町宣言
暴力と犯罪追放の町宣言
明るい青少年育成の町
青色申告と自主納税の町
振替納税の町

花：ツツジ
木：マキ
歌：無

制度有り
町功労者表彰
毎年3月末

無

玄海町

昭和58年5月7日

交通安全の町
暴走族追放の町
暴力と犯罪追放の町

花：桜
木：欅
歌：無

制度有り
定例的には
実施していない。

制度有り
（2 名）

鎮西町

昭和31年9月

核兵器廃絶平和宣言の町
交通安全の町宣言
シートベルト着用推進
飲酒運転追放
暴力追放の町宣言

花：うめ
木：ホルトの木
歌：無

制度有り
毎年1月4日
(執務始め式)

制度有り
（1 名）

呼子町

不 明

核兵器廃絶平和宣言の町
シートベルト着用推進

花：水仙
木：椿
歌：無

制度無し
退職者永年勤続
感謝状贈呈式

制度有り
（1 名）

１市７町２村の章､宣言､花､木､歌､表彰制度､名誉市町村民制度の現状



合併協議会だより (4)

【協議第13号　消防団の取扱いについて】
消防団の取扱いについて、別紙のとおり協議する。

別 紙

合併協定書に記載
さ れ る 調 整 方 針

調 整 の 具 体 的
内 容

１ １市７町２村の消防団の組織は、現行のまま新市に引継ぎ、新市

消防計画作成に合わせて調整する。

２ 報酬、費用弁償、出動手当等は、現行のまま新市に引継ぎ、新市

消防計画の作成と合わせ新基準を作成し、調整する。

３ 配備車両等は、現行のまま新市に引継ぐ。

１ １市７町２村の消防団の組織は、現行のまま新市に引継ぎ、新市

消防計画作成に合わせて調整する。

２ 報酬、費用弁償、出動手当等は、現行のまま新市に引継ぎ、新市

消防計画の作成と合わせ新基準を作成し、調整する。

３ 配備車両等は、現行のまま新市に引継ぐ。

協議結果･･･提案どおり確認

１市７町２村の消防団組織の現状

項 目

唐 津 市

浜 玉 町

七 山 村

厳 木 町

相 知 町

北波多村

肥 前 町

玄 海 町

鎮 西 町

呼 子 町

合 計

消防団の数
消防団員
1人当り
の 人 口

53人

25人

11人

12人

19人

19人

18人

16人

15人

26人

―

報酬（年額） 配備車両

消防ポンプ
自 動 車

11台

2台

1台

2台

1台

1台

1台

1台

2台

2台

24台

小型動力
ポ ン プ

小型動力
ポンプ付
積 載 車

5台

5台

―

16台

20台

―

6台

―

―

4台

56台

5台

16台

5台

13台

20台

12台

27台

27台

22台

11台

158台

団 長

85,500円

154,000円

144,000円

150,000円

151,000円

145,000円

147,000円

154,000円

155,700円

141,000円

―

団 員

15,000円

20,000円

20,500円

22,000円

22,500円

32,500円

18,000円

21,000円

21,300円

17,600円

―

分団数

14分団

4分団

3分団

5分団

5分団

4分団

4分団

4分団

4分団

5分団

52分団

条例定数

1,496人

418人

240人

480人

460人

250人

520人

450人

505人

240人

5,059人

実団員数

1,439人

417人

234人

405人

423人

241人

491人

448人

512人

206人

4,816人



(5) 合併協議会だより

１市７町２村の行政連絡員の名称、人員等の現状

項 目 名 称 人員数 任 期 身 分 選任の方法 会 議 住民への
文書配布

行政連絡員
1人当り人口

唐 津 市 唐 津 市
駐 在 員

161名 4年
非常勤嘱託
特 別 職

区 役 員
か ら の
推 薦

年1回 駐在委員会
※連合駐在員会
年1回総会､研修会
役員会年５回

月２回 490人

浜 玉 町 嘱 託 員 22名 2年
非常勤嘱託
特 別 職

各 地 区
の 推 薦

毎月１回
定例会

嘱託員会前に 473人

七 山 村 区 長 14名 2年
非常勤嘱託
特 別 職

各 地 区
の 推 薦

年7回
定例区長会

月１回 193人

厳 木 町 厳 木 町
駐 在 員

19名 1年
非常勤嘱託
特 別 職

各 地 区
の 推 薦

年3回 毎週金曜日
午 前 中 306人

相 知 町 区 長 37名 2年
非常勤嘱託
特 別 職

区の代表者
年１回総会
役員会２回～３回

月２回 239人

北波多村 北波多村
駐 在 員

18名 1年
非常勤嘱託
特 別 職

各 地 区
の 推 薦

年７回
４月及び奇数月

毎週金曜日 263人

肥 前 町 区 長 33名 ２年又は１年
非常勤嘱託
特 別 職

区の代表者
年4回
区長会議
役員会議５～６回

月１回 277人

玄 海 町 区 長 27名
２ 年 ･ １ 年
地区区長の任期

非常勤嘱託
特 別 職

区の代表者
年5回
区長会

月２回 259人

鎮 西 町 区 長 36名 １年～２年
非常勤嘱託
特 別 職

区の代表者
毎月1回
区長会､役員会

月１回 206人

呼 子 町
呼 子 町
区 長

19名
各地区の
規 約 に
よ る

非常勤嘱託
特 別 職 区の代表者

毎月1回
区長会10回
連絡協議会2回

月２回 324人

【協議第14号　行政区の取扱いについて】
行政区の取扱いについて、別紙のとおり協議する。

別 紙

合併協定書に記載
さ れ る 調 整 方 針

調 整 の 具 体 的
内 容

１ 行政区は、現行のまま新市に引継ぐ。
２ 行政連絡員の制度は、現行のまま新市へ引継ぎ、名称は合併まで
に調整する。
３ 行政連絡員の担当区域及び業務内容は、現行のまま引継ぎ、新市
移行後速やかに業務の平準化、効率化を検討し、調整する。
４ 行政連絡員の報酬は、現行のまま新市に引継ぎ、新市移行後速や
かに業務内容の見直しと合わせ新基準を作成し、調整する。

１ 行政区は、現行のまま新市に引継ぐ。
２ 行政連絡員の制度は、現行のまま新市へ引継ぎ、名称は合併まで
に調整する。
３ 行政連絡員の担当区域及び業務内容は、現行のまま引継ぎ、新市
において速やかに業務の平準化、効率化を検討し、調整する。
４ 行政連絡員の報酬は、現行のまま新市に引継ぎ、新市移行後速や
かに業務内容の見直しと合わせ新基準を作成し、調整する。

協議結果･･･提案どおり確認



合併協議会だより (6)

唐津・東松浦地域の診療所の現状
離島診療所

項 目 名 称 診療日 診療時間 診療科目

唐津市

鎮西町

呼子町

神集島診療所 月～金曜日 8:30～17:00 全 科

体 制

派遣
医師

看護師
準看護師

平成13年度実績

診療日数 患者数 １日平均
患者数

１名 ２名 245日 8,507人 35人

高島診療所 月～金曜日 8:30～17:00
内 科
外 科

１名 １名 245日 2,343人 10人

馬渡島診療所 月～金曜日 8:30～17:00
内 科
外 科
小児科

１名 ２名 304日 10,161人 33人

加唐島診療所 月～金曜日 8:30～17:00
内 科
外 科
小児科

１名 １名 248日 2,700人 11人

松島診療所 毎週木曜日 10:30～12:30
内 科
外 科
小児科

１名

１名 53日 440人 8人

小川島診療所 月～金曜日 8:30～17:15 全 科 １名 １名 246日 5,186人 21人

加唐島
診療所
の医師
が兼務〔 〕

項 目 名 称 診療日 診療時間 診療科目

唐津市 大良診療所 毎週木曜日 13:30～15:00
内 科
外 科

体 制

派遣医師 派遣看護師

平成13年度実績

診療日数 患者数 １日平均患者数

１名 １名 52日 178人 3人

七山村 池原診療所 毎週木曜日 13:00～15:00
内 科
外 科

１名 ２名 52日 776人 15人

肥前町 向島診療所 毎月第１､第３水曜日 13:00～15:00 内 科 １名 １名 24日 488人 20人

辺地医療診療所

【協議第15号　病院、診療所の取扱い（診療所に関するもの）について】
病院、診療所の取扱い（診療所に関するもの）について、別紙のとおり協議する。

別 紙

合併協定書に記載
さ れ る 調 整 方 針

調 整 の 具 体 的
内 容

１ 離島診療所については、現行のまま新市に引き継ぐ。

２ 辺地医療対策については、現行のまま新市に引き継ぐ。

１ 離島診療所の名称、病床数、体制、診療科目については、現行の

まま新市に引き継ぐ。

２ 辺地医療対策の診療所の名称、診療日、診療科目については、現

行のまま新市に引き継ぐ。

協議結果･･･提案どおり確認



(7) 合併協議会だより

協
議
概
要

協
議
事
項

な
お
、
委
員
の
方
か
ら
の

主
な
意
見
・
内
容
等
は
次
の

と
お
り
で
す
。

協
議
第
12
号

慣
行
の
取
扱
い
に
つ
い
て

慣
行
の
取
扱
い
に
つ
い
て

は
、
次
の
と
お
り
確
認
さ
れ

ま
し
た
。

①

新
市
の
章
、
シ
ン
ボ
ル

マ
ー
ク
、
憲
章
及
び
宣
言

は
、
新
市
に
お
い
て
調
整

す
る
。

②

新
市
の
花
、
木
及
び
歌

は
、
新
市
に
お
い
て
調
整

す
る
。

③

行
政
行
事
及
び
表
彰
制

度
は
、
合
併
ま
で
に
調
整

す
る
。

④

名
誉
市
民
制
度
は
、
新

市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

意
見
と
し
て
、

・

新
市
の
章
、
シ
ン
ボ
ル

マ
ー
ク
等
に
つ
い
て
は
、

合
併
前
に
協
議
会
で
協
議

し
、
合
併
と
い
う
も
の
を

盛
り
上
げ
て
い
く
と
い
う

意
味
で
も
住
民
参
加
が
出

来
る
よ
う
に
し
て
い
く
べ

き
で
は
な
い
か
。

・

新
し
い
市
が
誕
生
し

て
、
そ
の
新
し
い
気
持
ち

の
中
で
進
め
て
い
く
こ
と

が
大
事
で
あ
る
。
正
式
に

ス
タ
ー
ト
し
て
い
な
い
段

階
で
こ
れ
ら
を
決
め
る
こ

と
に
つ
い
て
は
住
民
の
気

持
ち
が
集
中
し
な
い
の
で

は
な
い
か
。

・

市
町
村
の
章
や
シ
ン
ボ

ル
マ
ー
ク
等
は
、
議
会
で

定
め
る
も
の
で
あ
り
、
条

例
と
い
う
形
で
記
載
さ
れ

る
た
め
、
新
市
発
足
後
に

新
し
い
議
会
で
決
定
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考

え
る
。

・

４
項
目
の
中
で
、
合
併

前
に
行
政
が
取
組
む
べ
き

事
項
は
、
③
の
行
政
行
事

及
び
表
彰
制
度
で
あ
る
。

①
②
④
は
象
徴
的
な
も

の
で
あ
り
、
行
政
運
営
が

出
来
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

新
市
に
お
い
て
、
新
し

い
市
民
と
の
協
働
の
事
業

と
し
て
取
り
組
ん
だ
ほ
う

が
よ
い
。

等
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

協
議
第
13
号

消
防
団
の
取
扱
い
に
つ
い
て

消
防
団
の
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
次
の
と
お
り
確
認
さ

れ
ま
し
た
。

①

１
市
７
町
２
村
の
消
防

団
の
組
織
は
、
現
行
の
ま

ま
新
市
に
引
継
ぎ
、
新
市

消
防
計
画
作
成
に
合
わ
せ

て
調
整
す
る
。

②

報
酬
、
費
用
弁
償
、
出

動
手
当
等
は
、
現
行
の
ま

ま
新
市
に
引
継
ぎ
、
新
市

消
防
計
画
の
作
成
と
合
わ

せ
新
基
準
を
作
成
し
、
調

整
す
る
。

③

配
備
車
両
等
は
、
現
行

の
ま
ま
新
市
に
引
継
ぐ
。

〔
意
見
と
し
て
〕

・

消
防
計
画
等
の
調
整
に

つ
い
て
は
、
消
防
団
と
協

議
し
な
が
ら
進
め
て
ほ
し

い
。

・

新
市
の
消
防
計
画
の
作

成
時
期
は
い
つ
頃
か
。

（
事
務
局
回
答
）

消
防
計
画
は
住
民
に
密

着
し
日
常
生
活
に
重
要
な

計
画
で
あ
る
た
め
、
合
併

前
か
ら
消
防
団
と
意
見
交

換
を
し
な
が
ら
、
新
市
発

足
後
直
ち
に
作
成
に
入

る
。

・

消
防
団
の
報
酬
等
ま
ち

ま
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
調

整
は
い
つ
す
る
の
か
。

（
事
務
局
回
答
）

合
併
の
調
印
か
ら
新
市

発
足
ま
で
期
間
が
あ
り
、

そ
の
間
に
話
し
合
い
を
し

な
が
ら
準
備
を
し
て
い

く
。

・

広
域
消
防
の
充
実
が
大

事
で
あ
り
、
い
ず
れ
消
防

団
の
統
廃
合
は
必
要
で
あ

る
。

・

指
揮
命
令
系
統
は
ど
う

な
る
の
か
。

（
事
務
局
回
答
）

消
防
団
の
指
揮
命
令
系

統
は
、
現
行
の
指
揮
命
令

系
統
と
な
り
、
範
囲
も
現

在
の
市
町
村
の
範
囲
と
す

る
。

等
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
現
在
の
消
防
団
組

織
に
つ
い
て
委
員
さ
ん
か
ら

現
状
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

協
議
第
14
号

行
政
区
の
取
扱
い
に
つ
い
て

行
政
区
の
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
次
の
と
お
り
確
認
さ

れ
ま
し
た
。

①

行
政
区
は
、
現
行
の
ま

ま
新
市
に
引
継
ぐ
。

②

行
政
連
絡
員
の
制
度

は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
へ

引
継
ぎ
、
名
称
は
合
併
ま

で
に
調
整
す
る
。

③

行
政
連
絡
員
の
担
当
区

域
及
び
業
務
内
容
は
、
現

行
の
ま
ま
引
継
ぎ
、
新
市

移
行
後
速
や
か
に
業
務
の

平
準
化
、
効
率
化
を
検
討

し
、
調
整
す
る
。
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④

行
政
連
絡
員
の
報
酬

は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に

引
継
ぎ
、
新
市
移
行
後
速

や
か
に
業
務
内
容
の
見
直

し
と
合
わ
せ
新
基
準
を
作

成
し
、
調
整
す
る
。

〔
意
見
と
し
て
〕

・

合
併
に
よ
る
職
員
減
、

議
員
減
に
伴
い
、
行
政
連

絡
員
の
業
務
は
重
要
に
な

っ
て
く
る
と
思
わ
れ
、
業

務
内
容
は
新
市
発
足
前
に

決
め
た
ほ
う
が
よ
く
な
い

か
。（

事
務
局
回
答
）

行
政
連
絡
員
の
業
務
内

容
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お

り
、
合
併
前
に
調
整
す
る

の
は
難
し
く
、
場
合
に
よ

っ
て
は
業
務
内
容
が
激
変

す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
、

住
民
の
混
乱
を
防
ぐ
た
め

に
も
、
合
併
後
に
調
整
し

た
ほ
う
が
よ
い
。

現
在
の
業
務
内
容
を
、

市
町
村
の
責
任
に
お
い
て

業
務
の
妥
当
性
、
本
来
す

べ
き
業
務
の
整
理
を
し
、

新
市
移
行
後
業
務
の
平
準

化
、
効
率
化
を
検
討
し
整

理
調
整
し
た
ほ
う
が
よ
い
。

・

区
長
と
行
政
連
絡
員
を

分
離
す
る
考
え
は
な
い
の

か
。（

事
務
局
回
答
）

行
政
連
絡
員
の
現
在
の

呼
称
に
つ
い
て
は
、
合
併

前
に
調
整
し
、
協
議
会
に

報
告
す
る
。

等
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

協
議
第
15
号

病
院
、
診
療
所
の
取
扱
い

（
診
療
所
に
関
す
る
も
の
）

に
つ
い
て

病
院
、
診
療
所
の
取
扱
い

（
診
療
所
に
関
す
る
も
の
）
に

つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
確

認
さ
れ
ま
し
た
。

①

離
島
診
療
所
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に

引
継
ぐ
。

②

辺
地
医
療
対
策
に
つ
い

て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市

に
引
継
ぐ
。

〔
意
見
と
し
て
〕

・

現
在
の
サ
ー
ビ
ス
を
も

っ
と
厚
く
す
る
考
え
は
な

い
か
。

（
事
務
局
回
答
）

離
島
診
療
所
、
辺
地
医

療
対
策
を
専
門
部
会
で
議

論
し
て
き
た
が
、
サ
ー
ビ

ス
内
容
に
つ
い
て
は
、
新

市
発
足
後
改
め
て
検
討
協

議
し
て
い
く
よ
う
考
え
て

い
る
。

の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

報
告
第
14
号

基
金
小
委
員
会
の
協
議
状

況
報
告
に
つ
い
て

平
成
14
年
12
月
25
日
、

唐
津
市
役
所
大
会
議
室
に

お
い
て
、
第
１
回
基
金
小

委
員
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。今

回
は
、
協
議
会
か
ら

付
託
さ
れ
ま
し
た
「
基
金

の
取
扱
い
」
に
つ
い
て
、

そ
の
調
整
の
方
向
性
に
つ

い
て
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
概
要
と
し
て
、

玄
海
町
の
基
金
に
つ
い

て
は
、
玄
海
町
か
ら
「
ま

だ
、
要
望
額
を
ま
と
め
る

段
階
に
は
き
て
い
な
い
。

新
市
の
財
政
計
画
等
を
持

っ
て
地
区
懇
談
会
を
行

い
、
特
別
委
員
会
等
で
議

論
を
し
て
、
考
え
を
示
さ

せ
て
も
ら
う
。」
と
い
う

説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
基
金
を
原
資
型

と
果
実
型
に
分
類
・
整
理

し
た
ほ
う
が
、
検
討
し
や

す
い
な
ど
の
意
見
が
あ
り

ま
し
た
。

委
員
長
報
告
と
し
て

玄
海
町
の
基
金
に
つ
い

て
は
、
様
々
な
意
見
が
出

さ
れ
、
中
で
も
玄
海
町
は

玄
海
町
の
振
興
策
を
出
し

て
ほ
し
い
と
の
意
見
が
あ

り
、
次
回
は
、
こ
の
「
考

え
方
」
を
協
議
し
て
い
く
。

そ
の
他
の
基
金
に
つ
い

て
は
、
次
回
資
料
を
整
理

の
上
、
審
議
す
る
こ
と
が

報
告
さ
れ
ま
し
た
。

報
告
第
15
号

財
政
小
委
員
会
の
協
議
状

況
報
告
に
つ
い
て

平
成
15
年
１
月
22
日
、

唐
津
市
役
所
大
会
議
室
に

お
い
て
、
第
１
回
財
政
小

委
員
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。今

回
は
、
協
議
会
か
ら

付
託
さ
れ
ま
し
た
「
新
市

建
設
計
画(

案)

（
財
政
計

画
編
）
」
に
つ
い
て
、
審

議
さ
れ
ま
し
た
。

委
員
長
報
告
と
し
て

新
市
建
設
計
画
の
中
の

財
政
計
画
編
に
つ
い
て

財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
及
び
財
政
計
画
（
案
）

に
つ
い
て
は
、
委
員
の
意

見
・
要
望
を
踏
ま
え
た
推

計
条
件
に
よ
り
、
速
や
か

に
調
整
す
る
。
２
月
10
日

の
第
２
回
財
政
小
委
員
会

に
提
示
し
、
充
分
な
議
論
、

検
討
を
行
っ
て
い
く
。

ま
た
、
第
８
回
合
併
協

議
会
の
前
に
第
３
回
財
政

小
委
員
会
を
開
催
し
、
２

月
中
に
財
政
計
画
の
と
り

ま
と
め
を
行
う
予
定
に
し

て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ

ま
し
た
。

報
告
第
16
号

新
市
建
設
計
画
小
委
員
会

の
協
議
状
況
報
告
に
つ
い
て

報
告
事
項
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平
成
15
年
１
月
22
日
、

唐
津
市
役
所
大
会
議
室
に

お
い
て
、
第
２
回
新
市
建

設
計
画
小
委
員
会
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

今
回
は
、
「
新
市
建
設

計
画
作
成
の
基
本
的
姿
勢

及
び
構
成
等
」、「
基
本
構

想
編
」
及
び
「
建
設
の
根

幹
と
な
る
べ
き
施
策
及
び

公
共
的
施
設
の
適
正
配
置

と
整
備
編
」
に
つ
い
て
、

活
発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ

ま
し
た
。

主
な
意
見
と
し
て

・

「
本
地
域
の
現
状
と
課

題
⑦
消
防
・
防
災
」
の
な

か
に
、
広
域
的
な
防
災
体

制
に
つ
い
て
も
記
述
す
べ

き
で
は
な
い
か
。

・

相
知
町
も
中
山
間
地

で
、
棚
田
等
観
光
資
源
と

し
て
力
を
い
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、「
緑
薫
る

中
山
間
生
産
体
験
の
里
」

ゾ
ー
ン
に
相
知
町
域
も
い

れ
て
ほ
し
い
。

・

「
環
境
と
調
和
し
た
新

し
い
生
産
パ
ー
ク
の
里
」

ゾ
ー
ン
に
つ
い
て
、相
知
町

は
、住
環
境
整
備
も
併
せ
て

整
備
し
て
お
り
、こ
れ
も
含

め
て
記
述
し
て
ほ
し
い
。

委
員
長
報
告
と
し
て

《
新
市
建
設
計
画
の
作
成

の
基
本
的
姿
勢
及
び
構
成

等
》
並
び
に
《
基
本
構
想

編
》
は
、
委
員
の
意
見
を

踏
ま
え
変
更
を
行
い
、
変

更
分
を
再
度
提
案
す
る
こ

と
で
了
承
さ
れ
た
こ
と
、

《
建
設
の
根
幹
と
な
る
べ

き
施
策
及
び
公
共
的
施
設

の
適
正
配
置
と
整
備
編
》

に
つ
い
て
は
、今
回
の
事
務

局
か
ら
の
提
案
・
説
明
に
基

づ
き
、
次
回
協
議
を
行
う

こ
と
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

報
告
第
17
号

議
員
の
任
期
及
び
定
数
小

委
員
会
の
協
議
状
況
報
告
に

つ
い
て平

成
15
年
１
月
22
日
、

唐
津
市
役
所
大
会
議
室
に

お
い
て
、
第
２
回
議
員
の

任
期
及
び
定
数
小
委
員
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
は
、
第
１
回
小
委
員

会
の
審
議
を
受
け
、
設
置

選
挙(

本
則
及
び
定
数
特
例)

を
選
択
す
る
の
か
、
在
任
特

例
を
選
択
す
る
の
か
に
つ

い
て
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

①
議
会
選
出
委
員
の
意
見

設
置
選
挙
を
選
択

「
法
定
数
の
34
名
以
内
で

設
置
選
挙
を
実
施
す
る
」

が
約
半
数
の
意
見

〈
付
帯
意
見
と
し
て
小

選
挙
区
、
地
域
審
議
会

を
設
置
の
意
見
〉

「
１
６
４
名
で
７
ヶ
月

か
ら
１
年
以
内
の
在
任
特

例
の
規
定
を
適
用
す
る
」

が
約
半
数
の
意
見

②
学
識
経
験
者
の
意
見

設
置
選
挙
を
選
択

「
法
定
数
の
34
名
以
内
で

設
置
選
挙
を
実
施
す
る
」

又
は
「
定
数
特
例
の
68
名

以
内
に
よ
る
設
置
選
挙
を

行
い
、
任
期
は
１
年
間
と

す
る
」

が
大
方
の
意
見

〈
付
帯
意
見
と
し
て
小

選
挙
区
、
地
域
審
議
会

を
設
置
の
意
見
〉

委
員
長
報
告
と
し
て

設
置
選
挙
と
い
う
意
見

が
大
半
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
が
、
あ
る
程
度
在
任
特

例
を
使
う
と
い
う
意
見
も

あ
る
の
で
、
住
民
が
本
当

に
納
得
す
る
の
か
、
し
な

い
の
か
を
考
慮
し
、
次
回

の
小
委
員
会
で
は
、
こ
の

結
論
を
出
し
た
い
と
報
告

さ
れ
ま
し
た
。

提
案
事
項

協
議
第
16
号
（
提
案
）

合
併
の
方
式
に
つ
い
て

合
併
の
方
式
は
、
新
設

（
対
等
）
合
併
と
す
る
こ
と

の
確
認
を
す
る
。

※

新
設
（
対
等
）
合
併
と

は
、
２
以
上
の
市
町
村
の

区
域
を
も
っ
て
新
市
を
置

く
こ
と
で
、
市
町
村
数
の

減
少
を
伴
い
、
新
た
に
新

市
と
し
て
の
法
人
格
が
発

生
し
ま
す
。

協
議
第
17
号
（
提
案
）

合
併
の
期
日
に
つ
い
て

合
併
の
期
日
は
、

平
成
16
年
10
月
１
日
と
す

る
こ
と
に
つ
い
て
、
協
議
調

整
す
る
。

〔
調
整
の
基
本
的
考
え
方
〕

①

合
併
の
期
日
に
つ
い
て

は
、
合
併
特
例
法
の
期
限

が
平
成
17
年
３
月
31
日
ま

で
と
な
っ
て
お
り
、
同
期

限
ま
で
に
合
併
が
行
わ
れ

な
い
場
合
は
、
同
法
に
基

づ
く
財
政
支
援
措
置
等
は

受
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な

る
の
で
、
同
期
限
ま
で
に

合
併
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
。

②

住
民
サ
ー
ビ
ス
、
各
種

事
務
事
業
執
行
等
に
で
き

る
限
り
支
障
の
少
な
い
時

期
を
想
定
し
て
定
め
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。

③

市
町
村
が
合
併
す
る
た

め
に
は
、
合
併
協
議
の
成

立
、
合
併
の
調
印
、
関
係

市
町
村
の
各
議
会
に
お
い

て
廃
置
分
合
の
議
決
、
県

知
事
へ
の
合
併
申
請
、
県

議
会
の
議
決
、
知
事
の
合

併
決
定
、
総
務
大
臣
へ
の

届
出
、
総
務
大
臣
の
官
報

告
示
等
様
々
な
手
続
き
を

要
し
、
相
当
の
日
数
を
要

す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、

こ
の
点
を
十
分
に
考
慮
し

て
合
併
の
期
日
を
定
め
る

提
案
事
項



合併協議会だより (10)

日
時

２
月
28
日
（
金
）

午
前
10
時

場
所

唐
津
市
民
会
館

第
８
回
合
併
協
議
会

必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
基
本
資
料
の
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
中
で
平
成

16
年
10
月
１
日
を
目
標
と

し
て
掲
げ
て
い
る
。

協
議
第
18
号
（
提
案
）

新
市
の
名
称
に
つ
い
て

新
市
の
名
称
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
を
基
本
的
な
考
え

方
と
し
て
検
討
す
る
。

〔
調
整
の
基
本
的
考
え
方
〕

①

新
市
の
名
称
は
、
住
民

生
活
の
基
本
と
な
る
も
の

で
あ
り
、
住
民
の
一
体
感

を
醸
成
し
、
本
地
域
の
歴

史
、
文
化
等
の
地
域
財
産

の
継
承
と
新
た
な
創
造
に

向
け
て
重
要
な
役
割
を
担

う
も
の
と
位
置
づ
け
る
。

②

新
市
の
名
称
は
、
そ
の

歴
史
、
文
化
、
産
業
（
観

光
等
）
に
つ
い
て
象
徴
し
、

広
く
内
外
に
対
し
て
も
総

括
的
に
代
表
す
る
重
要
な

役
割
を
担
う
も
の
と
位
置

づ
け
る
。

唐
津
・
東
松
浦
合
併
協

議
会
で
は
、
住
民
の
皆
様

方
に
情
報
を
提
供
す
る
た

め
、
会
議
は
原
則
と
し
て

公
開
し
て
い
ま
す
。

会
議
開
催
の
30
分
前
か

ら
受
付
を
し
、
先
着
順
で

傍
聴
で
き
ま
す
。

協
議
会
の
会
議
録
及
び
会

議
資
料
は
、
原
則
と
し
て
公
開

と
し
て
い
ま
す
の
で
、
希
望
さ

れ
る
方
は
、
協
議
会
事
務
局
、

10
市
町
村
の
合
併
担
当
窓
口

ま
で
お
出
か
け
下
さ
い
。

詳
し
く
は
、
協
議
会
事
務

局
ま
た
は
各
市
町
村
合
併
担

当
窓
口
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

協
議
会
会
議
録

及
び
会
議
資
料
は

閲
覧
出
来
ま
す

協
議
会
会
議
録

及
び
会
議
資
料
は

閲
覧
出
来
ま
す

協
議
会
会
議
録

及
び
会
議
資
料
は

閲
覧
出
来
ま
す

協
議
会
会
議
録

及
び
会
議
資
料
は

閲
覧
出
来
ま
す

協
議
会
会
議
録

及
び
会
議
資
料
は

閲
覧
出
来
ま
す

協
議
会
会
議
録

及
び
会
議
資
料
は

閲
覧
出
来
ま
す

協
議
会
会
議
録

及
び
会
議
資
料
は

閲
覧
出
来
ま
す

協
議
会
会
議
録

及
び
会
議
資
料
は

閲
覧
出
来
ま
す

協
議
会
会
議
録

及
び
会
議
資
料
は

閲
覧
出
来
ま
す

協
議
会
会
議
録

及
び
会
議
資
料
は

閲
覧
出
来
ま
す

協
議
会
会
議
録

及
び
会
議
資
料
は

閲
覧
出
来
ま
す

協
議
会
会
議
録

及
び
会
議
資
料
は

閲
覧
出
来
ま
す

協
議
会
会
議
録

及
び
会
議
資
料
は

閲
覧
出
来
ま
す

協
議
会
会
議
録

及
び
会
議
資
料
は

閲
覧
出
来
ま
す

協
議
会
会
議
録

及
び
会
議
資
料
は

閲
覧
出
来
ま
す

協
議
会
会
議
録

及
び
会
議
資
料
は

閲
覧
出
来
ま
す

協
議
会
会
議
録

及
び
会
議
資
料
は

閲
覧
出
来
ま
す

変
更
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
条
例
で
こ
れ
を

定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

前
項
の
事
務
所
の
位

置
を
定
め
又
は
こ
れ
を

変
更
す
る
に
当
た
つ
て

は
、
住
民
の
利
用
に
最

も
便
利
で
あ
る
よ
う
に
、

交
通
の
事
情
、
他
の
官

公
署
と
の
関
係
等
に
つ

い
て
適
当
な
考
慮
を
払

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

協
議
第
20
号
（
提
案
）

そ
の
他
の
財
産
の
取
扱
い

に
つ
い
て

土
地
の
取
扱
い
、
建
物

の
取
扱
い
、
動
産
、
有
価

証
券
、
出
資
に
よ
る
権
利

等
の
財
産
の
取
扱
い
、
山

林
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、

協
議
調
整
す
る
。

〔
調
整
の
基
本
的
考
え
方
〕

①

市
町
村
の
合
併
に
あ
た

り
、
合
併
関
係
市
町
村
が

所
有
し
て
い
る
財
産
は
、

新
市
の
一
体
性
を
確
保
す

る
た
め
に
も
、
す
べ
て
新

市
に
引
継
ぎ
、
帰
属
さ
せ

る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
。

協
議
第
19
号
（
提
案
）

新
市
の
事
務
所
の
位
置
に

つ
い
て新

市
の
主
た
る
事
務
所

の
位
置
は
、
住
民
の
利
用

に
最
も
便
利
で
あ
る
よ
う

に
、
交
通
の
事
情
、
他
の

官
公
署
と
の
関
係
等
に
つ

い
て
配
慮
し
、
現
在
の
１

市
７
町
２
村
の
主
た
る
事

務
所
の
い
ず
れ
か
か
ら
選

択
す
る
こ
と
に
つ
い
て
協

議
す
る
。

〔
調
整
の
基
本
的
考
え
方
〕

①

新
市
の
主
た
る
事
務
所

の
位
置
に
つ
い
て
は
、
地

方
自
治
法
に
規
定
す
る
法

律
上
の
考
え
方
を
満
た

し
、
住
民
が
納
得
で
き
る

合
理
的
な
理
由
が
必
要
で

あ
り
、
住
民
の
利
用
に
最

も
便
利
で
あ
る
よ
う
に
、

交
通
の
事
情
、
他
の
官
公

署
と
の
関
係
に
つ
い
て
配

慮
す
る
。

（
参
考
法
令
）

地
方
自
治
法

第
４
条

地
方
公
共
団
体

は
、
そ
の
事
務
所
の
位

置
を
定
め
又
は
こ
れ
を

合
併
協
議
会
は

傍
聴
出
来
ま
す

表
紙
に
は
、
１
市
７
町
２

村
の
様
々
な
光
景
を
掲
載
し

て
い
く
予
定
で
す
。

②

財
産
に
は
（
土
地
、
建

物
、
動
産
、
有
価
証
券
、

出
資
に
よ
る
権
利
等
の
物

権
、
貸
付
金
等
の
債
権
、

著
作
権
等
の
無
体
財
産
権

な
ど
）
が
あ
る
。

以
上
の
提
案
事
項
５
件
が
提

案
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
提
案
事
項
は
、
次
回

の
第
８
回
協
議
会
で
協
議
さ

れ
ま
す
。


